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総会および企画プログラム                        
 

 １３時１０分  受付開始 

 １３時３０分  企画一部 「講演」 

 15 時３0 分  ～ 休憩 ～ 

 １５時４５分   総 会 

聴公会東日本代表のあいさつ 

平成１９年度活動報告及び会計報告 

質疑応答、議決 

平成２０年度活動方針及び予算案 

議題１ 「会則改正について」 

質疑応答、議決 

１６時４５分  終了 

 

1７時３０分 ～ １９時３０分 

    企画二部  「新入会員歓迎会＆懇親会」 

           居酒屋 うらもん仲町酒場げんさん 

    （参加申し込みは７月９日（水）まで） 

（タイムスケジュールは変更することがあります） 
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活動報告                        

＜運営委員会＞ 

 二ヶ月に一回の定例運営委員会の開催、必要に応じて臨時運営委員会を開

催した。主な活動として、企画の立案および実施、各自治体の聴覚障害職員

の雇用実態アンケート、会員個人の労働問題に関する相談を行った。情報提

供を行った結果、改善するところも見られた。 

 会員は、９名の新入会員があり、平成２０年６月現在９３名の会員を有し

ている。 

 平成１９年１１月には全国聴覚障害公務員研修討論集会が千葉で開催さ

れた。管轄は東日本ブロックであったので、千葉県と千葉市職員を中心に構

成された実行委員会（１３名）を立ち上げ、そのうち東日本運営委員１名が

実行委員になり、他の運営委員も実行委員会会議に参加するなどサポートを

行った。地元の関係団体等の協力をいただき、実行委員たちの大変な努力で

成功裏に終えることが出来たのであらためて厚くお礼を申し上げたい。 

 他団体との連携に関しては、労働担当が東京聴覚障害者労働対策委員会に

参加し、情報交換や学習会の開催等を行った。会員の職場差別問題の解決や

アンケート調査でも（社）東京都聴覚障害者連盟及び NPO 法人東京都中途

失聴・難聴者協会との協働を行った。 

 

＜企画担当＞ 

・７月７日（土） 講演会 千葉県市川市にて 

「障害者の地域生活と千葉県の障害者差別をなくす条例づくりの取組について」 

講師 千葉県健康福祉部障害福祉課主幹兼障害者計画推進室室長 横山正博氏 

参加者 ２１名 
 
 障害を理由とした差別を禁止した 「障害のある人もない人も共に暮らし

やすい千葉県づくり条例」の制定は全国初で画期的なことではあるが、より

良いものにしていくためには、私たちが各自治体に働きかけを行う必要があ

るのではないかと感じた。 

 

・１２月８日（土） 忘年会 東京都八王子市にて 「うかい鳥山」  

参加者数１５名 
 

参加費は高めだったが、都会の喧騒から離れた静かな佇まいで紅葉が素晴

らしく、個室で仲間と飲み交わしたひとときは最高によかった。まさに一年

の締めくくりとしてふさわしい宴会だったと思う。来年も是非うかい鳥山で

やりたいという要望が沢山あった。 
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・３月８日(土) 講演会 東京都渋谷区にて 

「聴覚障害者のメンタルヘルスについて」 

 講師 双葉会診療所 片倉和彦 先生（精神科医で手話ができるお医者さん） 

参加者数１６名 
 
 クイズ形式、寸劇形式という形を取りながら、楽しく、かつ、わかりやす

く、うつ病についてのお話をしてくださった。その後の質疑応答も活発で、

専門家の先生が頭を抱えてしまうような質問も.あった。じっくり考えて答え

て下さった先生のアドバイスも心にしみた。 

 

＜労働担当＞ 

情報保障問題などについて相談があった会員に対して、個別に相談及び情

報提供を行い、問題解決に努めた。また、東京都内で働く聴覚障害のある公

務員の現況を把握するため、 社団法人 東京都聴覚障害者連盟、特定非営

利活動法人（以下「都連盟」という。）NPO法人 東京都中途失聴・難聴者

協会（以下「中難協」という。）の協力を得て、東京都下２３区及び市に対

してアンケート調査を行った。実施主体は上記両団体であるため、アンケー

ト結果については、両団体のホームページ上にて報告予定。 

対外的な活動としては、都連盟の組織下である「東京聴覚障害者労働対策

委員会（以下労働委員会）」（隔月第２土曜日開催）に委員として出席した。

また、労働委員会が主催とする労働フォーラムに協力団体として出席し、司

会、受付などの業務を行った。なお、労働対策委員会は、聴覚障害者の労働

問題について解決に向けた取組を行うため、東京都聴覚障害者連盟労働対策

部を中心に立ちあげたものであり、当委員会は、東日本聴覚障害公務員会の

他、都内の関係団体である中聴聴、東京都手話通訳問題研究会、全国要約筆

記問題研究会東京支部、東京都手話サークル連絡協議会で構成されている。 

 

＜広報担当＞ 

平成２０年１月 1 日に聴公会東日本、聴公会東海、聴公会西日本の各ホー

ムページが聴公会ホームページに統合されたので、そのホームページで企画

PR や活動報告を掲載した。ホームページ及びメルマガで企画 PR や活動報

告の情報提供を行った。（掲載した内容、７月の総会・企画報告、１２月の

忘年会写真、３月の企画報告） 
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平成２０年度活動方針案                 

 

１ 職場環境、雇用条件の改善に向けた調査研究の推進 

 

聴覚障害者の職場環境は、聴覚障害についての理解がすすんだり、個人の

努力によって改善がみられるところもあれば、コミュニケーション（情報保

障）や人間関係等の問題から生じる差別があるところも見受けられる。平成

１６年に実施した４７都道府県を対象にしたアンケート調査によれば、職場

の研修や会議における情報保障がないところが過半数を占めていることや、

採用試験においては、受験資格の要件に「介護・介助なしに職務を遂行でき

るものとする」という欠格条項が含まれている自治体が多く存在している。

昨年度に引き続き、それらの問題の調査研究を行う。可能な限り地方自治体

や他団体へ働きかけを行っていく。 

 

２ 得られた情報、成果を会員に還元していく 

 

より充実したメルマガやホームページを作り、障害者権利条約、雇用や職

場環境にかかわる問題等の最新情報を提供する。当会の活動報告だけでなく

聴公会や他団体の会合等の活動報告を随時掲載する。企画においては、年３

回（７月、１１月（京都集会）、３月）の企画を計画し、タイムリーな情報

を提供していく。 

 

３ 会員相互の交流を促進する 

 

企画や交流会を通じて会員相互の親睦を深めたり、情報交換を行い、仲間

拡大につなげていく。来年開催予定の全国聴覚障害公務員研修討論集会につ

いては、管轄が聴公会東日本となるため、開催地の選定、実行委員会の立ち

上げを行い、仲間拡大に結びつくような集会になるよう成功に向けての準備

を行う。 

 

 



平成２０年度 予算案 

（平成２０年４月１日～平成２１年 3 月 31 日） 
 
収入の部 

項  目 金額（円） 内   容 

平成１９年度繰越金 39,016
 

東日本ブロック活動費 40,000 （聴公会本部より） 

企画参加費 100,000
 

合   計 179,016

 
支出の部 

項  目 金額（円） 内   容 

消耗品 10,000 コピー代、文房具 

情報保障費 40,000
 

郵送料 10,000
 

企画運営費 100,000
 

その他 19,016 講師謝礼、会場費等 

合   計 179,016
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議題１ 聴公会東日本会則の改正について         

＜改正事由＞ 

聴覚障害公務員としての権利の拡充及び職場環境の改善をしていくために

様々な活動をしていく必要があることと、活動目的を明確かつ具体的にする

ため、第２条（目的）の一部を変更する。改正案は以下の通りとする。 

 

＜改正案＞ 

第２条(目的) 

（１） 東日本の聴覚障害公務員の結束を図り、交流会等を通して会員相互

の親睦を図る。 

（２） 聴覚障害公務員として働く権利の拡充及び職場環境の改善に努める。 

（３） 本会の活動を通じ、地域住民の福祉向上に寄与する。 

（４） その他、必要とする活動 

 

＜現行＞ 

第２条(目的) 

（１） 東日本の聴覚障害公務員の結束を図る。 

（２） 情報交換、交流会等を行い、会員相互の親睦を深める。 

（３） 働きやすい職場づくりにしていくための情報提供や学習会等を行う。 

（４） その他必要とする活動。 
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東日本聴覚障害公務員会会則                   

（名称） 

第１条 本会は「東日本聴覚障害公務員会」（略称「聴公会東日本」）という。 

（目的） 

第２条 本会は次のことを目的とする。 

（１） 東日本の聴覚障害公務員の結束を図る。 

（２） 情報交換、交流会等を行い、会員相互の親睦を深める。 

（３） 働きやすい職場づくりにしていくための情報提供や学習会等を行う。 

（４） その他必要とする活動。 

（事務局） 

第３条 本会の事務局は運営委員会の決議したところに置く。 

（会員） 

第４条 本会の会員は聴公会東日本を選択した日本聴覚障害公務員会の会員と

する。 

２ 本会の会員のうち聴覚障害公務員および健聴公務員を正会員とする。 

３ 正会員以外の者は賛助会員とする。ただし、本会の総会において、発言権

は認められるが、議決権はもたない。 

（運営委員会） 

第５条 運営委員会は次の構成から成る。 

（１） 代 表  １名 

（２） 副代表   １名 

（３） 事務局  １名 

（４） 会計   １名 

（５） 広報   １名 

（６） 地域担当 若干名 

（７） 監事   １名 

２  運営委員会の任期は２年とし、総会において選挙により聴覚障害公務員の

中から選出するものとする。ただし、再任は妨げない。 

３  運営委員会は隔月に開くものとする。ただし代表が必要と認めたときはこ

の限りでない。 

４  日本聴覚障害公務員会の運営委員会定数のうち、聴公会東日本割当分は

本会の運営委員から選出するものとする。 

（活動年度） 

第６条 活動年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。 

（総会） 
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第７条 年一回総会を開く。ただし、代表が必要と認めたときは臨時総会を招

集することができる。 

附則 

１  本会の設立当初の活動年度は、第６条の規定にかかわらず、設立承認のあ

った日から平成 

１６年３月３１日までとする。 

２  本会の設立当初の運営委員は、第７条第２項の規定にかかわらず、別添名

簿のとおりとし、その任期は第５条第２項の規定にかかわらず平成１６年３月

３１日までとする。 

附則 

この会則は平成１５年５月３１日より施行する。 

附則 

この会則は平成１５年１０月１２日より施行する。 

附則 

この会則は平成１６年７月３１日より施行する。 

 

日本聴覚障害公務員会会則（抜粋）           

（目的）  

第２条 本会は次のことを目的とする。 

 （１） 聴覚障害公務員としての権利の拡充、職場環境改善及び結束を図る。 

 （２） 情報交換・交流会を行い、会員相互の親睦を図る。 

 （３） 本会の活動を通じ地域住民の福祉向上に寄与する。 

 （４） その他必要に応じた事業を行う。 

 

（総会の決議） 

第１１条 総会の決議は、出席正会員（書面表決を含む）の過半数を以て成立す

る。可否同数の場合は、議長がこれを決する。 

 

附則 

１ この会則の改正は、正会員の半数以上（委任含む）の参加のある集会にお

いて、参加者の過半数の賛成を得て行うものとする。 

 

 

 



 

年間スケジュール                             

○年間スケジュール（企画等の詳細は、ホームページ、メルマガでお知らせします） 

平成２０年度 

 ４月１９日（土） 運営委員会   （さいたま市：市民サポートセンター） 

 ６月１４日（土） 運営委員会   （神奈川：県民サポートセンター） 

 ７月１２日（土） 総会、企画、新入会員歓迎・懇親会 （さいたま市） 

 ８月２３日（土） 運営委員会   （未定） 

１０月１８日（土） 運営委員会   （未定） 

１１月１５・１６日（土・日） 

第 1７回全国聴覚障害公務員研修討論集会京都大会 

１２月１３日（土） 運営委員会、忘年会 

２月 ８日（土） 運営委員会   （未定） 

３月１４日（土） 企画、交流会  （未定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本聴覚障害公務員会 

ホームページ http://www.choukoukai.net/ 

Ｅｍａｉｌ ： east-mail@choukoukai.net  FAX ０４８－８３８－７２４６ 


